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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つの単結晶炭化ケイ素ポリタイプを含む、半導体デバイスに使用される組成物であっ
て、
　室温で少なくとも１×１０６Ω・ｃｍの比抵抗を有し、
　それぞれがＳｉＣバンドギャップのエッジから少なくとも０．３ｅＶのエネルギ準位を
有する深準位ドーパントを少なくとも１つ有し、それぞれの深準位ドーパントは、周期表
族ＩＢ、ＩＩＢ、ＩＩＩＢ、ＩＶＢ、ＶＢ、ＶＩＢ、ＶＩＩＢ、ＶＩＩＩＢに含まれる元
素であり、それぞれの深準位ドーパントの濃度がＳｉＣ中での溶解限度以下であり、
　ホウ素と窒素との浅準位ドーパントの濃度が５×１０１６ａｔｏｍｓ・ｃｍ－３以下で
あり、
　アルミニウム及びチタンの濃度が１×１０１５ａｔｏｍｓ・ｃｍ－３以下であり、前記
深準位ドーパントの濃度が、前記ホウ素の濃度と前記窒素の濃度との間の差以上であり、
前記窒素の濃度が前記ホウ素の濃度よりも低い、
半導体デバイス用の組成物。
【請求項２】
　請求項１の組成物であって、少なくとも１つの前記深準位ドーパントは、周期表族ＩＢ
、ＩＩＢ、ＩＩＩＢ、ＩＶＢ、ＶＢ、ＶＩＢ、ＶＩＩＢ、ＶＩＩＩＢに含まれる２つ以上
の元素の組み合わせを含む、組成物。
【請求項３】
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　請求項１の組成物であって、前記深準位ドーパントはバナジウムである、組成物。
【請求項４】
　請求項１の組成物であって、前記深準位ドーパントはチタンである、組成物。
【請求項５】
　請求項１の組成物であって、前記深準位ドーパントは、気相から、炭化ケイ素の蒸着中
に導入される、組成物。
【請求項６】
　請求項１の組成物であって、前記炭化ケイ素ポリタイプは、２Ｈ、４Ｈ、６Ｈ、３Ｃ及
び１２Ｒのいずれか１つである、組成物。
【請求項７】
　請求項１の組成物であって、製造された基材の基材領域に渡る比抵抗均一性は、±１５
％以内である、組成物。
【請求項８】
　請求項１の組成物であって、製造された基材の容量は１ｐＦ／ｍｍ２以下である、組成
物。
【請求項９】
　請求項１の組成物であって、製造された基材の前記熱伝導性は、３２０Ｗ／（ｍ・Ｋ）
以上である、組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半絶縁性ＳｉＣ材料の製造と、ＲＦ、マイクロ波、その他の用途のために有
用な基材を製造するためのこの材料の高品質な結晶の成長に関する。
【背景技術】
【０００２】
　炭化ケイ素（ＳｉＣ）は、そのユニークな電気及び熱物理特性の組み合わせによって新
世代の電子デバイスにとって極めて魅力的で有用な広バンドギャップ半導体材料である。
これらの特性としては、高い破壊電界強度、高い実用作動温度、高い電子飽和速度、高い
熱伝導率と耐放射性があげられる。これらの特性によってＳｉやＧａＡｓ等のより従来式
の半導体から作られる類似のデバイスよりも遥かに高いパワー、高い温度で、かつ、より
高い耐放射性で、デバイスが作動することが可能となる（D.J. Barrettほか, J. Crystal
 Growth, v. 109, 1991, pp. 17-23）。高比抵抗“半絶縁性”ＳｉＣから作られたトラン
ジスタは、１０ＧＨｚ以下の周波数において、同程度のＧａＡｓマイクロ波コンポーネン
トの５倍のパワー密度を作り出すことができるものと推定されている（米国特許５，６１
１，５５；又、S. Sriramほか, IEEE Elect, Dev. Letters, v. 15, 1994, pp. 458-459
； S.T. Allenほか, Proc. Int’l Conf. on SiC, 1995, Inst. of Physicsを参照）。半
絶縁性ＳｉＣは、それからＳｉＣベースのデバイスよりも更に高い周波数及びパワー負荷
で作動するマイクロ波トランジスタ及び回路を製造することが可能な、ＧａＮベースのエ
ピタキシャル構造を成長させるための好適な基材でもある（例えば、J.L. Pancove, Mate
r. Sci and Engr. v. B61-62, 1999, pp.305-309を参照）。
【０００３】
　最適なマイクロ波デバイス性能を提供するためには、それからデバイスが製造されるＳ
ｉＣ基材は「半絶縁性」でなければならない。即ち、それらは、低容量に併せて、適度に
高く空間的に均一な比抵抗を示すものでなければならない。加えて、基材は、低い構造欠
陥密度と高い熱伝導率とを備えたものでなければならない。
【０００４】
　マイクロ波デバイス技術の当業者は、デバイスの利用の成功にとってＳｉＣ基材の比抵
抗が必須であることを認識している。例えば、１５００Ω・ｃｍの比抵抗が、ＲＦ不動態
的挙動を達成するための最低値であると計算されている。デバイス伝送ライン損失を０．
１ｄＢ／ｃｍ以下に最小化するためには５０００Ω・ｃｍ以上の比抵抗が必要である。バ
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ックゲーティングを最小化し、集積回路製造のために必要なデバイス絶縁を達成するには
、比抵抗は５０，０００Ω・ｃｍを超えるものでなければならない（米国特許５，６１１
，９５５；米国特許６，３９６，０８０；及び米国特許６，２１８，６８０）。
【０００５】
　基材容量は、パワー効率の低下から周波数レスポンスの歪にわたる望ましくない一連の
作用を引き起こすデバイスの寄生容量を表すものである。デバイスの設計者及び製造業者
は、今日、ＳｉＣ基材の容量を５ｐＦ／ｍｍ２以下と規定しており、多くの場合、１ｐＦ
／ｍｍ２もの低い値を要求している。
【０００６】
　高い熱伝導率は、基材にとってももう一つの必須の要件である。これは、デバイス構造
中において放出される熱の散逸を容易にするために必要とされる。高い熱伝導率を備える
ためには、基材は、高い結晶学的品質と、最小の構造欠陥密度、そして低い不純物濃度、
を示すものでなければならない。
【０００７】
　要するに、高比抵抗、高結晶品質の半絶縁性ＳｉＣ基材を使用すれば、高性能マイクロ
波デバイスを製造することが可能になり、携帯電話などの通信装置からから強力な航空及
び海上レーダにわたる広範囲の製品用途の機会が作り出されるのである。
【０００８】
　ＳｉＣ結晶において必要な半絶縁性挙動を作る出すためにこれまで使用されてきた主な
方法は、
（１）選択された金属、特に、バナジウム、でのドーピングによって、残留浅準位不純物
を相殺するべくＳｉＣバンドギャップ内に深準位を形成する方法（米国特許５，６１１，
９５５）、
（２）残留浅準位不純物を相殺するべく、既存（native）格子点欠陥に関連する深準位を
使用する方法（米国特許６，２１８，６８０及び６，３９６，０８０；更に、St. G. Mue
ller, Mat Sci. Forum, V. 389-393 （2002） pp.23-28）、そして
（３）深準位不純物ドーピングと既存 （native）格子点欠陥の利用との組み合わせによ
って残留浅準位不純物を相殺する方法（特許出願公開２００３／００７９６７６Ａ１）。
半絶縁性ＳｉＣ技術を記載しているその他の有用な参考文献として、H.M. Hobgoodほか, 
Appl. Phys. Lett., 66 （1995）, p.1364； A.O. Evwareyeほか, J. Appl. Phys, 76 （
1994） pp. 5769-5762;　J. Schneider ほか, Appl. Physics Letters, 56 （1990） pp.
 1184-1186が挙げられる。
【０００９】
　後述するように、ＳｉＣにおいて半絶縁性挙動を作り出すために使用されるこれらの現
在の方法は、それぞれ、ＳｉＣ基材がマイクロ波デバイス製造にとって望ましい必須特性
のすべてを満たす能力を制限する欠点を示している。
【００１０】
　第１の方法の要点は、バナジウムなどの金属を、相殺用ドーパントとしてＳｉＣ結晶格
子に導入することにある。バナジウムの導入は、米国特許５，６１１，９５５に記載され
ているように、半絶縁性ＳｉＣの製造のための従来方法として認識されている。この参考
文献の教示内容は、原材料の純度および／又は成長プロセスに対する要件も、添加される
ドーパントの具体的な量のいずれも教示するものではない。結晶中において前記ドーパン
トによって作り出される深準位の濃度が、ホウ素や窒素などの意図されずに存在するバッ
クグラウンド浅準位不純物のレベルよりも高いことのみが要件とされているにすぎない。
【００１１】
　当業者に認識されているように、昇華によって従来方法で成長されたＳｉＣ結晶中には
、多くの場合、BとNとが、その成長プロセスに使用された材料に依存して、５×１０１６

ｃｍ－３以上、７×１０１７ｃｍ－３以下、で含まれ得る（H.M. Hobgoodほか, Appl. Ph
ys. Lett. 66 （11）, p. 1364 （1995）；　 R.C. Glass, Proc. Int’l Conf. on SiC,
 1995, Inst. of Physics）。前記参考文献の教示によれば、信頼性の高い濃度と高い比
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抵抗とを達成するためには、前記ドーパント（バナジウム）の濃度は、それらの数値より
も高いものでなければならず、従って、約５×１０１７ｃｍ－３であるＳｉＣ中のバナジ
ウムの溶解度の限度近くでなければならないとされる。又、その濃度が前記溶解度限度に
近いバナジウムでのヘビードーピングは、結晶特性に悪影響を及ぼす、ということも認識
されている（例えば、米国特許６，２１８，６８０及び米国特許６，３９６，０８０を参
照）。バナジウムでのヘビードーピングによってもたらされる不利な結果としては、
（ａ）典型的なＳｉＣ結晶を相殺するために必要な多量のドーパントによって、電子挙動
が重大な損傷を受ける可能性があること、
（ｂ）高ドーピング濃度で比抵抗と容量とを制御することは技術的に難しく、材料イール
ドのばらつきや処理コストの高騰をもたらす可能性があること、
（ｃ）高濃度では、ドーパント原子の一部だけが電気的に活性であり、その残りは結晶転
位及びマイクロパイプの周りで「クラウド（clouds）」、クラスタを形成し（M. Bickerm
annほか, J. Crystal Growth, 254 (2003) pp.390-399を参照）、そのようなドーパント
の不均一な分布によって応力と、更なる欠陥と、その結果としてのデバイスイールドの低
下がもたらされ得ること、そして
（ｄ）高濃度の相殺用元素とヘビードーピングによって引き起こされる欠陥によって、基
材の熱伝導率が低下し、従って、デバイス出力パワーが制限されてしまうこと、
等が挙げられる。基材中に高濃度で含まれる場合、バナジウムは、エピタキシャルデバイ
ス構造において、不要な捕獲、ｐ－ｎ結合ピンチング（pinching）、バックゲーティング
をもたらす可能性がある。
【００１２】
　上述した第２の方法も第３の方法も共に、ＳｉＣの相殺のためにバンドギャップにおい
て深準位を有する既存（native）格子点欠陥の利用を提案するものである。第３方法のも
う一つの特徴は、深準位ドーピング（例えばチタンでの）と既存（native）格子点欠陥の
利用とを組み合わせることにある。この第３の方法は、米国特許５，６１１，９５５、米
国特許６，２１８，６８０及び米国特許６，３９６，０８０の教示を、ＳｉＣ結晶を、よ
り従来的な物理的気相輸送プロセス（ＰＶＴ）によってではなく、高温化学蒸着プロセス
（ＨＴＣＶＤ）によって成長させるという方法特徴とを組み合わせたものであることは明
らかである。
【００１３】
　ＳｉＣの基礎特性を周知している人々やＳｉＣ結晶成長技術の当業者にとって明らかな
ように、ＳｉＣ中の既存の格子点欠陥の化学作用についてはよくわかっていない。ここ十
年間に行われたホトルミネセンス、ホール効果、DLTS及びEPRの研究によって、ＳｉＣ中
の多数の可能な格子点欠陥が確立されている。これらには、珪素空格子点、炭素空格子点
、シリコン・オン・カーボン（silicon-on-carbon）逆サイト欠陥、及び従来ＵＤ１，Ｕ
Ｄ２及びＵＤ３と呼ばれている未知の性質の欠陥が含まれる。これらの欠陥のいくつかは
、ＳｉＣバンドギャップにおいて深いエネルギレベルを有することができるものであり、
従って、それらは、潜在的に、電子相殺に利用可能なものである（A. Ellison et al., M
at. Sci, Forum, 433-436 （2003） pp. 33-38）。
【００１４】
　高速電子、ニュートロン、及びγ線による結晶の核照射によって、より多量の格子点欠
陥を導入することが可能であることが広く知られている。しかしながら、照射損傷欠陥は
不安定であり、昇温状態において、既存の欠陥と不純物との二次反応、自己破壊及びクラ
スタリングによって急速に焼鈍されてしまう。
【特許文献１】米国特許５，６１１，９５５
【特許文献２】米国特許６，３９６，０８０
【特許文献３】米国特許６，２１８，６８０
【特許文献４】米国特許出願公開２００３／００７９６７６Ａ１
【非特許文献１】D.J. Barrettほか, J. Crystal Growth, v. 109, 1991, pp. 17-23
【非特許文献２】S. Sriramほか, IEEE Elect, Dev. Letters, v. 15, 1994, pp. 458-45
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9
【非特許文献３】S.T. Allenほか, Proc. Int’l Conf. on SiC, 1995, Inst. of Physic
s
【非特許文献４】J.L. Pancove, Mater. Sciand Engr. v. B61-62, 1999, pp.305-309
【非特許文献５】St. G. Mueller, Mat Sci. Forum, V. 389-393 （2002） pp.23-28
【非特許文献６】H.M. Hobgoodほか, Appl. Phys. Lett., 66 （1995）, p.1364
【非特許文献７】A.O. Evwareyeほか, J. Appl. Phys, 76 （1994） pp. 5769-5762
【非特許文献８】J. Schneider ほか, Appl. Physics Letters, 56 （1990） pp. 1184-1
186
【非特許文献９】R.C. Glass, Proc. Int’l Conf. on SiC, 1995, Inst. of Physics
【非特許文献１０】M. Bickermannほか, J. Crystal Growth, 254 (2003) pp.390-399
【非特許文献１１】A. Ellison et al., Mat. Sci, Forum, 433-436 （2003） pp. 33-38
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　要するに、前記第２及び第３方法では、望ましい程度の相殺を達成するには、極めて低
いレベルのバックグラウンド浅準位不純物と充分な数の深内在欠陥との組み合わせが確保
されるようにＳｉＣ結晶の成長を行うことが必要とされる。ＳｉＣ結晶成長の当業者は、
既存（native）格子点欠陥に依存することから生じる欠点について即座に理解するであろ
う。これらの欠点としては、
（１）ＳｉＣ結晶中に既存（native）格子点欠陥の性質、半絶縁性の形成におけるそれら
の作用、が不明確であること、
（２）ＳｉＣの高温熱化学性によって実際に内在格子点欠陥を順向制御することが困難で
あり、製造の困難と高い製造コストをもたらすこと、
（３）成長によって誘導されたもの及び照射によって導入されたものを含む内在欠陥は、
多くの場合不安定であり、時間経過に伴って焼鈍されてしまうこと、更に、照射によって
誘導された欠陥のいくつかは基材特性に対して有害でありうること、
（４）深準位の既存格子点欠陥が優性になって、高レベルの相殺を引き起こすためには、
ホウ素及び窒素が１０１５ｃｍ－３以下のレベルで、意図されないバックグラウンド不純
物の極めて低い濃度が必要とされ、この要件を実際に満たすことは非常に困難であること
、そして
（５）大きなソース対シード温度差（３００－３５０℃）や通常の成長温度よりも高い温
度などの、極めて高度な結晶純度の達成を目的とする前記第２方法（米国特許６，２１８
，６８０及び６，３９６，０８０）に教示の具体的手段は、結晶の組成均一性を損なわせ
、結晶欠陥の形成（炭素含有物、マイクロパイプ、二次粒子）を促進する可能性があるこ
と、があげられる。
【００１６】
　第３の方法（米国特許出願公開２００３／００７９６７６Ａ１）には、さらに別の欠点
がある。この方法は、浅準位不純物、既存格子点欠陥、及び深所金属不純物の量を同時に
制御することを必要とする。これは実際に達成することは極めて困難であり、処理の複雑
性、低基材イールド及び高コストをもたらす。更に、それは、前記ＨＴＣＶＤ結晶成長プ
ロセスの使用を必要とするが、これは従来のＰＶＴよりも工業的に更に複雑であり高コス
トである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　ここに開示される本発明は、上述した三種類の従来方法の主な欠点を克服する、半絶縁
性ＳｉＣを形成するための直接的方法である。本発明は、以下を提供することによって米
国特許５，６１１，９５５の教示及び欠点に対する大幅な改善を示す。
（１）ＳｉＣ基材の電気挙動を支配するために充分な量であるが、沈殿物及びその他構造
欠陥の形成を回避するために充分少量である制御された濃度の金属ドーピング含むＳｉＣ
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単結晶。
（２）浅準位不純物濃度よりも高く、好ましくは少なくともその２倍である濃度の金属ド
ーピングを含むＳｉＣ単結晶。
（３）二つの主要浅準位不純物、ホウ素及び窒素、のバックグラウンド濃度が５×１０１

６ｃｍ－３以下、好ましくは、１×１０１６ｃｍ－３以下で、残留ホウ素の濃度が好まし
くは窒素のそれを上回るＳｉＣ単結晶。及び、
（４）アルミニウム及び遷移金属を含む、他のバックグラウンド不純物元素がそれぞれ５
×１０１４ｃｍ－３以下の低濃度であるＳｉＣ単結晶。
【００１８】
　この特性のユニークな組み合わせによって、半絶縁性ＳｉＣ製造方法の従来技術におい
て一般的な、低い基材イールドをもたらす、比抵抗、高容量、及び低熱伝導率の有害な不
均一性、が解決される。本発明において、内在格子点欠陥およびそれらの慎重な導入に対
する制御や、複雑なＨＴＣＶＤ技術の使用、等といった複雑性は不要である。本発明の好
適実施例においては、従来のＰＶＴ成長技術を、少量の欠陥を回避する量の相殺用金属（
バナジウム）と、充分に低いバックグラウンド不純物濃度で使用して、高く均一な基材比
抵抗を備えた半絶縁性挙動が達成される。
【００１９】
　本発明の１つの課題は、従来技術の問題点と困難性を回避しながら、高パワー、高周波
数デバイスの製造に適した、高比抵抗、低容量、均一電気特性、及び構造品質を備える半
絶縁性炭化ケイ素基材を提供することにある。本発明は、この課題を、以下を備える半絶
縁性ＳｉＣ基材によって達成する。
（ａ）室温で少なくとも１０６Ω・ｃｍ、好ましくは１０８Ω・ｃｍ以上、最も好ましく
は１０９Ω・ｃｍ以上の比抵抗、そして５ｐＦ／ｍｍ２以下、好ましくは１ｐＦ／ｍｍ２

以下の容量であること。
（ｂ）浅準位不純物（ホウ素と窒素）の濃度が５×１０１６ｃｍ－３、好ましくは１×１
０１６ｃｍ－３以下で、好ましくは、ホウ素の濃度が窒素の濃度を上回ること。
（ｃ）アルミニウムや遷移金属などの他の意図されないバックグラウンド不純物の濃度が
１×１０１５ｃｍ－３、好ましくは５×１０１４ｃｍ－３以下であること。及び、
（ｄ）純浅準位不純物濃度を超え、好ましくはこの純浅準位不純物濃度の少なくとも２倍
である深準位捕獲ドーパントの濃度、これにより、前記深準位捕獲ドーパントが基材の電
気特性を支配すること。バナジウムが、好適な深準位金属ドーパントであること。
【００２０】
　本発明の別の態様において、半絶縁性ＳｉＣ結晶を製造するのに使用される気相輸送成
長技術は以下の特徴を備える。
（ａ）意図されないバックグラウンド汚染物質の濃度が低く、好ましくは、グロー放電質
量分光法（ＧＤＭＳ）等の通常の分析手段の検出限界以下であり、特に、ソース中にホウ
素が２×１０１５ｃｍ－３、以下である炭化ケイ素ソース材料の準備。
（ｂ）前記ソース材料内に、最終結晶中の残留浅準位不純物を相殺するための充分な量の
深準位相殺ドーパントの導入。
（ｃ）ホウ素を低い量、好ましくは、０．０５重量ｐｐｍ以下、で含むように、昇華成長
炉のグラファイト部を、周知の方法で純化すること。
（ｄ）昇華成長を行って、高純度で、少なくとも１×１０６Ω・ｃｍ、好ましくは１×１
０８Ω・ｃｍ、最も好ましくは１×１０９Ω・ｃｍ以上の比抵抗を示す低濃度の外来深準
位の単ポリタイプ型結晶を作ること。
（ｅ）比抵抗を示す結晶から作られる基材は、基材領域に亘って少なくとも±１５％以上
に均一である比抵抗を示すこと。及び、
（ｆ）結晶から作られた基材は、５ｐＦ／ｍｍ２以下、好ましくは１ｐＦ／ｍｍ２以下の
容量を示すこと。
【００２１】
　図１は、ＰＶＴ成長アセンブリの略図である。



(7) JP 4987707 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

【００２２】
　図２は、平均比抵抗が１．７９×１０１１Ω・ｃｍで、基材領域の標準偏差が～３．５
％の、６Ｈ　ＳｉＣ結晶Ａ４－２６１の軸方向比抵抗プロファイルを示すグラフである。
【００２３】
　図３は、平均比抵抗が３×１０１１Ω・ｃｍの６Ｈ　ＳｉＣ結晶Ａ４－２７０の軸方向
比抵抗プロファイルを示すグラフである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　第１実施例において、本発明は、意図的に添加された深準位ドーパントが１つだけであ
る半絶縁性ＳｉＣ単結晶に関する。その改良構成は、深準位元素の濃度が従来技術で必要
とされるよりも低く、ＳｉＣ中の選択された元素の溶解限度よりも遥かに低い、半絶縁性
ＳｉＣ単結晶であることにある。改良構成は、純浅準位不純物濃度よりも高く、好ましく
はその純浅準位不純物濃度の少なくとも２倍である濃度の深準位元素を含む半絶縁性Ｓｉ
Ｃ単結晶である。改良構成は、浅準位不純物の濃度が５×１０１６ｃｍ－３以下、好まし
くは、１×１０１６ｃｍ－３以下で、好ましくは浅準位ドナーの濃度が浅準位アクセプタ
の濃度よりも低い半絶縁性ＳｉＣ単結晶である。改良構成は、他のバックグラウンド不純
物の濃度が１×１０１５ｃｍ－３以下、好ましくは５×１０１４ｃｍ－３以下の低濃度で
ある半絶縁性ＳｉＣ単結晶である。バナジウムが本発明の好適な深準位元素である。
【００２５】
　ここでの使用において、「浅準位不純物元素」という用語は、ＳｉＣ結晶に組み込まれ
た時に、それらのエネルギレベルが、バンドエッジから０．３ｅＶ以下取り除かれた、Ｓ
ｉＣの価電子帯と伝導帯エッジの間である状態を形成する、周期表中の元素を指す。
【００２６】
　ホウ素と窒素は、比抵抗を劇的に減少させることができるがＳｉＣから除去することが
最も困難な浅準位バックグラウンド不純物である。ホウ素は、価電帯エッジよりも０．３
ｅＶ高いエネルギを有する浅準位アクセプタである。窒素は、伝導帯エッジよりも約０．
１ｅＶ低いエネルギを有する浅準位ドナーである。従って、ここに開示される改良構成は
、ホウ素及び窒素の両方の濃度が５×１０１６ｃｍ－３以下、好ましくは、１×１０１６

ｃｍ－３以下に低減された半絶縁性ＳｉＣ単結晶である。
【００２７】
　窒素がＳｉＣ中にホウ素の濃度よりも低い濃度で存在する場合、窒素がホウ素を上回る
場合においてよりも、深準位相殺及び高比抵抗を達成するために必要な深準位ドーパント
の濃度は低くなる。したがって、ここで開示される改良構成は、好ましくはホウ素の濃度
よりも低い窒素濃度を有する半絶縁性ＳｉＣ単結晶である。
【００２８】
　ここでの使用において、「純浅準位不純物濃度」という用語は、浅準位アクセプタ（ホ
ウ素、アルミニウム）の濃度と浅準位ドナー（窒素、リン）の濃度との差を指す。この純
浅準位不純物濃度が高ければ高いほど、相殺に必要となる深準位ドーパント濃度は高くな
る。従って、ここで開示される改良構成は、低い純浅準位不純物濃度を有する半絶縁性Ｓ
ｉＣ単結晶である。
【００２９】
　ここでの使用において、「バックグラウンド不純物」という用語は、ＳｉＣ結晶格子中
に意図されずに存在する周期表中の元素をいう。ＳｉＣ中のバックグラウンド不純物の具
体例としては、ホウ素と窒素との他に、アルミニウム、遷移金属が含まれる。従って、こ
こに開示される改良構成は、ホウ素及び窒素以外のバックグラウンド不純物の濃度が非常
に低いレベル、好ましくは、５×１０１４ｃｍ－３以下にまで低下された半絶縁性ＳｉＣ
単結晶である。　
【００３０】
　ここでの使用において、「深準位元素」という用語は、ＳｉＣ結晶に組み込まれた時に
、それらのエネルギレベルが、バンドエッジから０．３ｅＶ以上取り除かれた、ＳｉＣの
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価電子帯と伝導帯エッジの間である状態を形成する、周期表中の元素を指す。半導体にお
いて相殺と高比抵抗を達成するためには深準位元素でのドーピングが一般的に使用される
。
【００３１】
　具体的には、前記深準位不純物は、選択された金属の１つであって、この選択された金
属は、周期表のＩＢ、ＩＩＢ、ＩＩＩＢ、ＩＶＢ、ＶＢ、ＶＩＢ、ＶＩＩＢ及びＶＩＩＩ
Ｂ族に含まれる金属である。ＳｉＣ中における一般に認識される深準位元素はバナジウム
とチタンである。以下、半絶縁性挙動のための深準位ドーピングの基本概念を好適具体例
としてバナジウムを使用して説明するが、本発明は、深準位元素としてバナジウムの選択
に限定されるものではない、と理解される。　
【００３２】
　当業者には認識されているように、深準位元素バナジウムは、ＳｉＣ結晶格子に組み込
まれた時に、バンドギャップにおいて二つの深準位を形成する。即ち、１つは伝導帯より
も約０．６６ｅＶ－０．８ｅＶ低いアクセプタ、そして１つは価電子帯よりも～１．５ｅ
Ｖ高いドナーである。
【００３３】
　ＳｉＣ結晶中の深準位元素の濃度が純浅準位不純物の濃度よりも低い場合、その結果、
相殺は不充分となり比抵抗は低くなる。従って、ここで開示される改良構成は、純浅準位
不純物濃度を超え、好ましくはこの純浅準位不純物濃度の少なくとも２倍の濃度の深準位
元素（バナジウム）を有する半絶縁性ＳｉＣ単結晶である。　
【００３４】
　ここでの使用において、「沈殿物」という用語は、不純物がＳｉＣ中におけるその溶解
度を超える濃度で存在する場合に、ＳｉＣ結晶内に形成される有害な二次相をいう。従っ
て、ここに開示される改良構成は、結晶中におけるその局所的溶解度限度よりもはるかに
低に濃度で、沈殿物やその他の構造欠陥を生成することのない量の深準位ドーパント（バ
ナジウム）を含む半絶縁性ＳｉＣ単結晶である。　
【００３５】
　前記半絶縁性ＳｉＣ単結晶は、可能な限り高い比抵抗、室温で少なくとも１０５Ω・ｃ
ｍ、を有するものでなければならない。従来技術によって成長された半絶縁性ＳｉＣ基材
は、それらの比抵抗が１０５～１０６Ω・ｃｍであることを示している。従って、改良構
成は、少なくとも１０６Ω・ｃｍ、好ましくは１０８Ω・ｃｍ以上、最も好ましくは１０
９Ω・ｃｍ以上の比抵抗を有する半絶縁性ＳｉＣ単結晶である。更に、改良構成は、基材
領域に亘って少なくとも±１５％以上の均一性の比抵抗を有する半絶縁性ＳｉＣ単結晶で
ある。
【００３６】
　前記半絶縁性ＳｉＣ単結晶は、可能な限り低い容量を有するものでなければならない。
従来技術によって成長された半絶縁性ＳｉＣ基材は、それらの容量が、５ｐＦ／ｍｍ２～
２０ｐＦ／ｍｍ２であることを示している。従って、改良構成は、５ｐＦ／ｍｍ２以下、
好ましくは１ｐＦ／ｍｍ２以下の容量を有する半絶縁性ＳｉＣ単結晶である。
【００３７】
　前記半絶縁性ＳｉＣ単結晶は、高い熱伝導率を有するものでなければならない。従来技
術によって成長され、高濃度のバックグラウンド不純物と深準位ドーパント（バナジウム
）を有する半絶縁性ＳｉＣ基材は、その熱伝導率が３００～３５０Ｗ／（ｍ・Ｋ）である
ことを示している。従って、改良構成は、熱伝導率が少なくとも３２０Ｗ／（ｍ・Ｋ）、
好ましくは３５０Ｗ／（ｍ・Ｋ）以上、そして最も好ましくは４００Ｗ／（ｍ・Ｋ）以上
である半絶縁性ＳｉＣ単結晶である。
【００３８】
　その他のＳｉＣポリタイプも可能ではあるが、本発明の炭化ケイ素単結晶は、好ましく
は、６Ｈ，４Ｈ，３Ｃ又は１５Ｒのポリタイプを有する。
【００３９】
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　別実施例において、本発明は、半絶縁性炭化ケイ素バルク単結晶を製造する方法に関す
る。この実施例において、前記方法はＳｉＣソース材を昇華し、それを単結晶シード上に
、このシードとソースとの間の予め設定された温度勾配で再凝縮させる工程を含む。前記
方法は、以下の特徴構成によって特長付けることができる。
１）ソースから生じる最終結晶のバックグラウンド汚染が最小化される、特に、合成され
た超高純度ＳｉＣソース材料中の不純物量がそれらのＧＤＭＳ検出限界以下、具体的には
、２×１０１５ｃｍ－３以下、である、
２）最終結晶のホウ素によるバックグラウンド汚染が最小化される、特に、低ホウ素含有
率、好ましくは０．０５重量ｐｐｍのホウ素含有率、の高純度グラファイトパーツが、高
温領域部材及びルツボとして使用される、
３）最終結晶の窒素によるバックグラウンド汚染が最小化される、特に、ＳｉＣ結晶の成
長が、窒素の導入を最小化し、好ましくはそれをホウ素のそれ以下にするために充分に高
い温度と、低減された圧力下で行われる、
４）クレームされる方法は、最終結晶の深準位電気相殺を作り出す、特に、所定量の深準
位ドーパント、好ましくは、バナジウム元素又は炭化バナジウムなどのバナジウム化合物
、が前記超高純度ＳｉＣソース材料に添加され、前記ドーパントは、結晶中の、浅準位不
純物濃度よりも高く、好ましくは、この浅準位不純物濃度の少なくとも２倍の深準位元素
（バナジウム）濃度を達成するのに充分な慎重に制御された量、添加される、
５）結晶中の沈殿物及びその他の構造欠陥を形成を回避するために特別な手段が講じられ
る、特に、前記ソースに添加される深準位金属（即ち、バナジウム）の量は、結晶中のド
ーパント濃度がその溶解限度よりも遥かに低くなるように構成される。
【００４０】
　更に、昇華成長中のシードとソースとの間の温度差が慎重に制御される。その温度は、
ソースからシードへの効率的な気相輸送のために充分高く、かつ、応力、クラック、マイ
クロパイプ、その他の構造欠陥を防止するために充分低いように設定される。
【００４１】
〔実施例〕
　本発明により、高比抵抗、低容量及び高熱伝導性を備える、６Ｈ　ＳｉＣのバナジウム
ドーピングされた半絶縁性単結晶が、物理気相輸送（ＰＶＴ）成長法を使用して製造され
る。ＰＶＴ成長アセンブリの略図が図１に示されている。成長容器及び高温領域のその他
のコンポーネントは、高密度グラファイトから形成され、ホウ素含有率を、好ましくは、
０．０５重量ｐｐｍ以下に、低下させるべく周知の工業的処理によって精製される。低ホ
ウ素含有グラファイトの典型的な不純物含有率を表１に示す。　
　表１.ＳｉＣ結晶成長に使用されたグラファイトの純度、ＧＤＭＳ，ｗｐｐｍ
【表１】

【００４２】
　高純度多結晶ＳｉＣを別の処理で合成し、ＰＶＴ成長プロセスのソースとして使用する
。表２に示すように、ＧＤＭＳによる測定でのＳｉＣソース粉体中の金属不純物は、２×
１０１５ｃｍ－３であるホウ素を含めて、ＧＤＭＳ検出限界以下である。
　表２. 合成された多結晶ＳｉＣソースの純度、ＧＤＭＳ，ｃｍ－３

【表２】
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【００４３】
　バナジウムによる所望度の相殺を達成するために、適量のバナジウム元素、炭化バナジ
ウム、又はその他のＶ坦持種を前記ＳｉＣソースおよび／又は成長雰囲気に添加する。
【００４４】
　シードホルダ上に取付けられたシードと、高純度多結晶ＳｉＣソースを、容器に投入し
、これを図１に図示されているように成長チャンバ内に配置する。窒素による汚染を最小
化するために、成長チャンバ内の容器の充填と位置決めを、純粋な不活性ガス中で行う。
【００４５】
　前記処理の第１工程として、前記成長チャンバを容器とともに真空抜きし、グラファイ
ト中に捕捉された空気を除去するために真空下に保持する。これの後、チャンバを、一気
圧以下の好適な圧力下で、不活性ガス（アルゴン又はヘリウム）で満たし、温度を好適な
値にまで上げる。
【００４６】
　前記容器はサセプタ（susceptor）として作用、チャンバの周りに同軸状に配置された
誘導コイルからのエネルギを結合させる。成長サイクルの始めに、パイロメータでの測定
での容器の上部と底部で好適な温度を達成するために前記コイルの軸心方向位置を調節す
る。
【００４７】
　本発明の実施例は以下の通りである。
【実施例１】
【００４８】
　直径２インチのバナジウムドーピング半絶縁性ＳｉＣ結晶（ブールＡ４－２６１）を、
シード温度２０５０℃、ソース温度２１００℃で成長させた。成長環境は１０ｔｏｒｒの
ヘリウムであった。その結果得られた結晶は、図２に示されているように、基材領域の比
抵抗の標準偏差が約３．５％で１０１１Ω・ｃｍ以上の非常に高く均一な比抵抗を示した
。水銀プローブで１０ｋＨｚで測定した基材容量は０．２ｐＦ／ｍｍ２以下であった。
【００４９】
　結晶Ａ４－２６１の不純物含有率を、二次イオン質量分光法（ＳＩＭＳ）を使用して分
析した。その結果を表３に示す。
　表３. ＳＩ　ＳｉＣ結晶Ａ４－２６１の不純物含有率，ｃｍ－３

【表３】

【００５０】
　バナジウム含有率は、ＳｉＣ中におけるその溶解率と比較してほぼワン・オーダー近く
も低いが、同時に、当該含有率は、純浅準位不純物濃度（窒素マイナスホウ素）の約２倍
高い。この場合、窒素濃度はホウ素濃度よりも高かったが、バナジウムによる相殺の度合
いは、高比抵抗半絶縁性挙動を得るのに充分なものであった。
【００５１】
　従来技術（４×１０１７ｃｍ－３ほどにも高い）に対して比較的低いバナジウム濃度で
も、高倍率光学顕微鏡検査による評価でなんら沈殿物は起こらなかった。又、意図的なド
ーピング無しでの類似条件下で成長された結晶と比較して、マイクロパイプ密度の増加も
なかった。最後に、表３から、バックグラウンドＡｌ及びＴｉの濃度は、５×１０１４ｃ
ｍ－３以下である。
【実施例２】
【００５２】
　直径２インチのバナジウムドーピング半絶縁性ＳｉＣ結晶（ブールＡ１－３６７）を、
結晶中の残留窒素の含有率を最小化し、それをホウ素の含有率以下とするために成長中に
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特殊な手段を講じたことを除いては、実施例１（ブールＡ４－２６１）のものと類似の条
件下で成長させた。
【００５３】
　ブールＡ４－３６７の不純物含有率を、ＳＩＭＳを使用して分析した。その結果を表４
に示す。
　表４.ＳＩ　ＳｉＣ結晶Ａ１－２６１の不純物含有率，ｃｍ－３

【表４】

【００５４】
　前記ＳＩＭＳデータは、窒素含有率がホウ素含有率以下のレベルにまで低減されている
ことを示している。更に、実施例１に類似して、バナジウム含有率がその溶解限度よりも
遥かに低く、かつ、それは後述するように、半絶縁性挙動を達成するための純浅準位不純
物濃度（窒素マイナスホウ素）よりも充分に高いということも判る。
【００５５】
　充分なバナジウムドーピングと、比較的低いレベルの窒素との組み合わせによって、極
めて高い結晶比抵抗が得られた。事実、その比抵抗は、約３×１０１１Ω－ｃｍである非
接触比抵抗計（ＣＯＲＥＭＡ）の感度上限値よりも高かった。１０ｋＨｚでの水銀プロー
ブによる測定でのブールＡ１－３６７からスライスされた基材の容量は、０．１ｐＦ／ｍ
ｍ２以下であった。この結晶中には、バナジウム沈殿物やバナジウムドーピングに関連す
るその他の欠陥は見られなかった。
【実施例３】
【００５６】
　直径２インチのバナジウムドーピング半絶縁性ＳｉＣ結晶（ブールＡ４－２７０）を、
上述したものに類似の条件下で成長させた。実施例２と同様、成長中に窒素バックグラウ
ンド汚染を最小化するために特殊な手段を講じた。
【００５７】
　図３に示すブールＡ４－２７０の比抵抗軸心方向分布は、３－１０１１Ω・ｃｍに近い
、非常に高く均一な比抵抗を示している。基材容量は、０．１ｐＦ／ｍｍ２以下であった
。
【００５８】
　結晶Ａ４－２７０の不純物含有率を表５に示す。
　表５.ＳＩ　ＳｉＣ結晶Ａ４－２７０の不純物含有率，ｃｍ－３

【表５】

【００５９】
　前記ＳＩＳＭデータは、ホウ素のレベル以下の窒素レベルと、純浅準位不純物濃度（ホ
ウ素マイナス窒素）の約４倍のバナジウム濃度とを示している。前記ブール中には、バナ
ジウム沈殿物やその他バナジウム関連欠陥は存在していなかった。
【実施例４】
【００６０】
　この例において、われわれは、本発明によって成長された６Ｈ　ＳｉＣ結晶と、米国特
許５，６１１，９５５によって成長された結晶のそれぞれの、バックグラウンド不純物濃
度、深準位金属ドーパント濃度、比抵抗、電気均一性、容量、及び欠陥密度、の比較を提
供する。
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【００６１】
　米国特許５，６１１，９５５の教示によって成長されたバナジウムドーピング６Ｈ　Ｓ
ｉＣ結晶と本発明によって成長された結晶との特性を表６に記載する。　
　表６. 米国特許５，６１１，９５５の教示によって成長された結晶と本発明によって成
長された結晶との比較
【表６】

【００６２】
　この表から、本発明は、半絶縁性ＳｉＣ結晶の電気特性、更に、それらの均一性と構造
品質との劇的な改善をもたらすものである。
【００６３】
　以上、本発明の好適実施例について説明したが、本発明の要旨及び範囲を逸脱すること
なく、本発明の改造及び改変を行うことができる。本発明の範囲、貼付の特許請求の範囲
と、それらの均等物とに定義されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】ＰＶＴ成長アセンブリの略図
【図２】平均比抵抗が１．７９×１０１１Ω・ｃｍで、基材領域の標準偏差が～３．５％
の、６Ｈ　ＳｉＣ結晶Ａ４－２６１の軸方向比抵抗プロファイルを示すグラフ
【図３】平均比抵抗が３×１０１１Ω・ｃｍの６Ｈ　ＳｉＣ結晶Ａ４－２７０の軸方向比
抵抗プロファイルを示すグラフ
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